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議第123号

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区

（岡崎文化芸術・交流拠点地区）の区域内における建築物の制限

の緩和に関する条例の制定について

　京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区（岡崎文化

芸術・交流拠点地区）の区域内における建築物の制限の緩和に関する条例を

次のように制定する。

平成23年11月25日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区

（岡崎文化芸術・交流拠点地区）の区域内における建築物の制限

の緩和に関する条例

（目的）

第１条　この条例は，建築基準法第49条第２項の規定に基づき，京都都市計

画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区（岡崎文化芸術・交流

拠点地区）（以下「岡崎文化芸術・交流拠点地区」という。）の区域内にお

ける建築物の用途に関する制限の緩和に関し必要な事項を定めることによ

り，文化芸術活動及び交流の拠点としての機能の維持増進を図り，もって

にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。

（適用区域）

第２条　この条例の適用区域は，都市計画法第20条第１項（同法第21条第２

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく岡崎文化芸術・交流拠

点地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。

（建築物の用途に関する制限の緩和）

第３条　岡崎文化芸術・交流拠点地区の区域内においては，建築基準法第48
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条第６項本文の規定にかかわらず，次に掲げる建築物を建築することがで

きる。

　⑴　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

　⑵　自動車車庫（地階の部分をその用途に供するものに限る。）

　⑶　展示場

（委任）

第４条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附 則

　この条例は，岡崎文化芸術・交流拠点地区に係る都市計画の決定の告示が

あった日から施行する。

提案理由

　岡崎文化芸術・交流拠点地区内における建築物の用途に関する制限の緩和

に関し必要な事項を定める必要があるので提案する。


